
肺がん検診での喀痰細胞診による要精検者に対する精査機関登録実施要領 

 

（登録の目的） 

第１ 喀痰細胞診陽性・胸部 X線写真無所見肺癌の診断には，しばしばきわめて専門的な知識 

と技術が必要とされることから，市町が実施する肺がん検診のうち，喀痰細胞診の結果から

精密検査を要すると判定された受診者に対して、適切な精検を実施して精度の高い検診体制

を確立することを目的に、精検を担当する医療機関（以下、「精査機関」という。）を登録す

る。 

 

（登録要件） 

第２ 登録を申請する医療機関は、石川県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん部会（以下「肺

がん部会」という。）が定める、下記の要件を満たさなければならない。 

    

１． 肺癌，特に胸部 X 線無所見肺癌の臨床診断に習熟した気管支鏡専門医が常勤または

非常勤で従事しており、定期的に外来診療を行っていて、当該外来に肺がん検診で

の喀痰細胞診により要精密検査となった受診者の精査が可能であること。 

２． 気管支鏡検査の実施が可能であること。 

３． ＨＲ／ＴＳＣＴ検査（高分解能薄層ＣＴ）とその読影が可能であること。 

４． 肺癌の病理および細胞診断に習熟した医師がいるか、あるいはそのような施設と緊

密に連携をとりうること。 

５． 症例の転帰を記録保管し、成績集計調査及び「全国がん登録」の届出等に協力でき

ること。 

６． 日本呼吸器内視鏡学会の認定施設であることが望ましい。 

  

（申請の手続き） 

第３ 登録を申請する医療機関は、「肺がん検診での喀痰細胞診による要精検者に対する精査機

関登録申請書」（様式１、以下「申請書」という。）を、肺がん部会長に提出するものとする。 

 

（登録に関する審査） 

第４ 肺がん部会長は、部会長が定める別記の委員をもって、登録審査を実施するものとする。 

 

２ 登録審査結果については、肺がん部会に報告するものとする。 

 

（登録の手続き） 

第５ 申請書を受理した場合、肺がん部会長は速やかに登録審査を実施し、登録の適否を決定す 

るものとする。 

 

 ２ 肺がん部会長は、前項の手続きにより登録決定された医療機関（以下、「登録精査機関」

という。）に対し、「肺がん検診での喀痰細胞診による要精検者に対する精査機関登録決定通

知書」（様式２）により通知する。 

 

 ３ 登録の有効期間は、登録を決定した日から２年以内とし、その終期は登録決定年度の翌年

度の３月３１日とする。 

 

（登録の変更及び欠落） 

第６ 登録精査機関は、申請書の記載事項に変更があった場合、及び第２の登録要件を欠くに至

った場合には、速やかに「肺がん検診での喀痰細胞診による要精検者に対する精査機関登録



事項変更届出書」（様式３、以下、「変更届出書」という。）により、肺がん部会長に届け出

るものとする。 

 

（登録内容変更の承認及び取り消し） 

第７ 変更届出書を受理した場合は、肺がん部会長は速やかに登録審査を実施し、登録の適否を

決定する。なお、登録精査機関が次の各号に該当する場合には、登録を取り消すものとする。 

 

（１） 第２に定める要件を満たさなくなった場合 

（２） その他、登録精査機関として不適当と認められた場合 

 

 

（登録精査機関の周知） 

第８ 石川県健康推進課長は、全登録精査機関を「肺がん検診での喀痰細胞診による要精検者に

対する登録精査機関一覧」（様式４）により、肺がん検診を実施する市町長に周知する。 

  

 

（責務） 

第９ 登録精査機関は、精度管理のために「石川県生活習慣病検診等管理指導協議会」及びその

他関係機関に対し、精度管理に関する情報を提供すること。なお、情報提供に関しては、個

人情報の保護に十分留意すること。 

 

 

 

 

 

 

附則 

 

１ この要領は、平成２５年２月１３日から施行する。 

２ この要領は、令和３年３月１５日から施行する。 

３ この要領は、令和５年３月２日から施行する。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

＜登録にかかる審査委員＞ 

 

松本 勲 （金沢大学准教授） 

佐原 博之（石川県医師会理事） 

長尾 信 （石川県医師会理事） 

小林 健 （石川県立中央病院放射線診断科診療部長） 

 


